
令和 2年度 第 2回 

上越市地域公共交通活性化協議会 

次 第 
 

日時 令和 2年 6月 18日（木）午後 1時 30分から 

会場 上越市春日謙信交流館 集会室 

 

１ 開    会 

 

２ 会長あいさつ 

 

 ３ 委 員 紹 介 

 

４ 協 議 事 項 

  議案第 1号 上越市地域公共交通活性化協議会会則の一部改正について 

 

議案第 2号 令和元年度決算及び監査報告について 

 

議案第 3号 路線バス（直江津・浦川原線）の実証実験について 

 

議案第 4号 中ノ俣地域での自家用有償旅客運送の登録について 

 

議案第 5号 令和 3年度上越市地域内フィーダー系統確保維持計画について 

 

議案第 6号 高齢者を対象とした公共交通啓発資料の作成について 

 

 ５ 報 告 事 項 

報告第 1号 令和 2年度上半期（令和元年 10月～令和 2年 3月）の路線バス等の利 

用状況について 

    

報告第 2号 新型コロナウイルス感染症に伴う公共交通への影響とその対応について 

 

６ そ の 他 

 

 ７ 閉 会 
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上越市地域公共交通活性化協議会会則の一部改正について 

 

１ 要旨 

 今後、特定非営利活動法人等が行う自家用有償旅客運送（公共交通空白地有償運送）

の必要性及び旅客から収受する対価について当協議会で審議を行うため、当協議会会則

の協議事項に公共交通空白地有償運送に関する事項を追加するとともに、検討プロセス

の運用及び自家用有償旅客運送に係る連絡窓口についての規定を追加するもの。 

  また、当協議会会則に明記されていなかった書面協議に関する規定を追加するもの。 

 

２ 施行日 

  令和 2年 6月 18日 

 

３ 新旧対照表  

改正案 改正前 

（協議事項） 

第３条 略 

⑴ 略 

⑵ 運送法に関すること 

ア 運送法第９条に規定する地域の

実情に応じた適切な乗合旅客運送

の態様及び運賃・料金に関する事

項 

  イ 運送法第７８条第２号に規定

する自家用有償旅客運送のうち

運送法施行規則第４９条第１項

第１号に規定する市町村運営有

償運送及び同施行規則第４９条

第１項第２号に規定する公共交

通空白地有償運送の必要性及び

旅客から収受する対価に関する事

項、その他これらに関し必要とな

る事項 

 ⑶ 略 

 ⑷ 略 

 

（会議） 

第８条 略 

２ 略 

 ３ 略 

 ４ 会長は、会議で議決すべき案件

が軽易であると認めるとき、緊急

その他やむを得ない事情により会

議を開催することができないと認

めるときは、書面により議決を行

うことができる。（追加） 

（協議事項） 

第３条 略 

 ⑴ 略 

 ⑵ 運送法に関すること 

  ア            地域の

実情に応じた適切な乗合旅客運送

の態様及び運賃・料金に関する事

項 

イ 市営有償運送         

                

                

                

                

                

         の必要性及び

旅客から収受する対価に関する事

項、その他これらに関し必要とな

る事項 

⑶ 略 

⑷ 略 

 

（会議） 

第８条 略 

 ２ 略 

 ３ 略 

  

 

 

 

 

 

協議事項 

議案第 1号 
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５ 前項の規定により、書面により議

決を行うときは、第 2 項及び第 3 項

の規定を準用する。（追加） 

６ 第３項及び第４項の規定にかかわ

らず、「地域公共交通会議に関する

国土交通省としての考え方につい

て」（平成１８年９月１５日国自旅

第１６１号）に定める「地域公共交

通会議の設置及び運営に関するガイ

ドライン」５.⑶地域公共交通会議

における検討プロセス及び「運営協

議会に関する国土交通省としての考

え方について」（平成１８年９月１

５日国自旅第１４５号）に定める

「運営協議会の設置及び運営に関す

るガイドライン」５.⑸運営協議会

における検討プロセスに基づく協議

結果は、協議会の議決があったもの

とする。（追加） 

７ 協議会の会議は、原則として公開

とする。 

 

第１３条 略 

２ 略 

３ 地域公共交通及び有償運送に関す

る相談、苦情、その他通報等に対応

するため、以下の連絡・通報窓口を

定める。 

（地域公共交通及び有償運送に関す

る窓口） 

上越市企画政策部交通政策課 

電 話 ０２５－５４５－９２０７ 

ファックス ０２５－５４３－２８７６ 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 協議会の会議は、原則として公開

とする。 

 

第１３条 略 

２ 略 

 

  

 

 

【資 料】 

・上越市地域公共交通活性化協議会会則（案）・・・・・・・・・・資料 1-1(資料 P1) 

・運営協議会の設置及び運営に関するガイドライン（一部抜粋）・・資料 1-2(資料 P5) 
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令和元年度決算及び監査報告について 

 

 
 

【資 料】 

・令和元年度実施事業等について・・・・・・・・・・・・・・・・資料 2-1(資料 P6) 

・令和 2年度事業計画及び当初予算について（令和元年度第 6回協議会資料） 

・・・資料 2-2(資料 P10) 

 

 

決算書

収入済額 （A）

支出済額 （B）

差引残額 （A）-（B）　※上越市へ返還

 

歳入 （単位：円）

当初予算額 補正予算額 流用及び充用額 計

負担金 （市） 1,286,000 0 0 1,286,000 1,286,000 0

負担金 （事業者） 549,000 0 0 549,000 266,300 △ 282,700

補助金 （国） 639,000 0 0 639,000 495,857 △ 143,143

繰越金 0 0 0 0 0 0

諸収入 1,000 0 0 1,000 12 △ 988

2,475,000 0 0 2,475,000 2,048,169 △ 426,831

歳出 （単位：円）

当初予算額 補正予算額 流用及び充用額 計

運営費 627,000 0 0 627,000 452,542 △ 174,458

会議費 409,000 0 0 409,000 287,590 △ 121,410

事務費 218,000 0 0 218,000 164,952 △ 53,048

事業費 1,798,000 0 0 1,798,000 1,040,945 △ 757,055

予備費 50,000 0 0 50,000 0 △ 50,000

2,475,000 0 0 2,475,000 1,493,487 △ 981,513計

2,048,169 円 

1,493,487 円 

554,682 円 

科目
予算額

収入済額 比較

計

科目
予算額

支出済額 比較

協議事項 

議案第 2号 



No. 項目 総事業費 市負担 事業者負担 国庫補助

1 上越市地域公共交通活性化協議会開催に係る経費 256,680 256,680

2 上越市地区公共交通懇話会開催に係る経費 30,910 30,910

287,590 287,590 0 0

No. 項目 総事業費 市負担 事業者負担 国庫補助

1 研修・会議への出席に係る経費 130,710 130,710

2 消耗品費 30,068 30,068

3 郵送料 890 890

4 振込手数料 3,284 3,284

164,952 164,952 0 0

No. 項目 総事業費 市負担 事業者負担 国庫補助

総合時刻表の作成 655,600 61,500 266,300 327,800

郵送料 2,268 2,268

2 イベント時等に配布する公共交通啓発資料の作成 40,500 20,250 20,250

3 降雪期前の通勤・通学者へ配布する公共交通啓発資料の作成 48,400 24,200 24,200

高齢者を対象とした公共交通啓発資料の作成 73,440 36,720 36,720

郵送料 380 380

5 高校新入生を対象とした公共交通啓発資料の作成 42,900 21,450 21,450

6 路線別の大文字時刻表の作成 130,874 65,437 65,437

7 その他利用促進に係る経費 9,567 9,567

8 第2次上越市総合公共交通計画策定にに係る経費 37,016 37,016

1,040,945 278,788 266,300 495,857

（単位：円）

合計

（単位：円）■事務費

■会議費

令和元年度歳出内訳

合計

（単位：円）

1

4

合計

■事業費
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路線バス（直江津・浦川原線）の実証実験について 

 

 

１ 要旨 

  集落が点在する市道上青野上五貫野線に路線バス（直江津・浦川原線）を延伸するに

当たり、運行経路、ダイヤを変更することについて協議するもの。 

 

２ 実施内容 

 ⑴ 運行経路 

青野十文字から県道 30号新井柿崎線に入り、青野小十文字を左折して市道上青野上

五貫野線に入った後、市道石川岡沢線に入り池の端へ抜け、本来の直江津・浦川原線へ

戻る経路 

  ※詳細は資料 P12の路線図を参照 

 

 

 

 

 ⑵ ダイヤ 

・実証実験区間の延伸については、一般利用者が日常的に利用する 8時～12時の便を 

選定し、直江津方面行きの 2便、浦川原方面行きの 2便、計 4便とする。 

※詳細は資料 P13の時刻表を参照 

⑶ 停留所 

・実証実験区間には臨時の停留所を設置する。 

・実証実験区間はフリー乗降（停留所以外の場所でも乗り降りできる）とする。 

⑷ 運賃 

  資料 P14の運賃表を参照 

 ⑸ 実施期間 

   令和 2年 8月 1日(土)から令和 2年 8月 31日（月）まで 

 ⑹ 次年度以降に本運行とするための判断基準 

乗降調査やアンケート調査等により利用状況やニーズを把握し、利用者数の増加や

利便性の向上が認められた場合に本運行を実施する。 

 

３ その他 

この議案については、ご承認いただいた後、会則第 11条第 2項の規定に基づき、協議

が調ったことの証明書を発行します。 

 

【資 料】 

  ・路線バス（直江津・浦川原線）路線図（案）・・・・・・・・・・・資料 3-1(資料 P12) 

  ・路線バス（直江津・浦川原線）時刻表（案）・・・・・・・・・・・資料 3-2(資料 P13) 

  ・路線バス（直江津・浦川原線）運賃表（案）・・・・・・・・・・・資料 3-3(資料 P14) 

協議事項 

議案第 3号 

区 分 変更が生じる区間 区間距離 備   考 

新 池の端 ～ 青野十文字 2.7㎞ 路線図の実線部分 

旧 池の端 ～ 青野十文字 1.1㎞ 路線図の破線部分 
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中ノ俣地域での自家用有償旅客運送の登録について 

 

 

１ 要旨 

  バス等の公共交通が不十分な地域である中ノ俣地域において、自家用有償旅

客運送(公共交通空白地有償運送)を導入するに当たり、路線・運賃等の運行内

容について審議いただくもの。 

 

 

２ 検討プロセス 

  バス事業者及び上越市ハイヤー協会に対し、本運行内容を事前に提示したと

ころ、中ノ俣地域のニーズに対応した交通の具体的な提案はなかったため、中

ノ俣地域の交通に関し、一般旅客自動車運送事業者による輸送が困難であるこ

とについて、会則に基づき協議会の協議が調ったものとみなし、今回、次の検

討プロセスである自家用有償旅客運送の運行内容について、協議を行います。 

 

 

３ 運行計画等 

  別紙資料 4 のとおり 

 

 

４ その他 

この議案については、ご承認いただいた後、会則第 11 条第 2 項の規定に基づ

き、協議が調ったことの証明書を発行します。 

 

 

 

【資 料】 

・中ノ俣地域での自家用有償旅客運送について・・・・・・・資料4(資料P15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協議事項 

議案第 4 号 
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令和 3年度上越市地域内フィーダー系統確保維持計画について 

 

１ 要旨 

平成 23年度から活用している国の補助事業（地域公共交通確保維持改善事業）につい

て、令和 2年度以降も継続的に活用して生活交通を維持するため、補助要件である「上越

市地域内フィーダー系統確保維持計画」を作成するもの。 

【フィーダー系統とは】 

鉄道駅又は合併前の旧市町村をまたいで運行している幹線バスに接続する支線のこと。 

【地域内フィーダー系統確保維持計画について】 

地域における移動手段の確保のため、地域内フィーダー系統（支線系統）の運行系統、

運行方法等を定める計画で、地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金の交付を受け

るに当たり、国土交通大臣の認定を受けなければならないもの。 

 

２ 計画の概要 

⑴ 対象運行系統の名称（経路） 

① 安塚線（うらがわら駅前～虫川大杉駅前～保健センター前） 

② 島田線（高田駅前～岡原～曽根田） 

③ 佐内・直江津循環線（佐内入口～労災病院～直江津駅前） 

④ 岡沢ルート（はーとぴあ中郷～中郷区総合事務所前～新井バスターミナル） 

⑤ 月影・下保倉・末広ルート(1)（谷～横住～熊沢～区中心部～末広・下保倉） 

⑥ 月影・下保倉・末広ルート(2) （上記系統と同一、月・水・木のみ運行） 

⑦ 上柿野ルート（区中心部～上柿野～東俣～上岡～区中心部） 

⑧ 小麦平ルート（区中心部～中猪子田～上猪子田～小麦平～区中心部） 

⑨ 真砂・岡田線（高田駅前～真砂寺前～北坪山上） 

 

⑵ 計画期間 

令和 2年 10月 1日～令和 3年 9月 30日 

※ 当該事業費補助金交付要綱の規定に基づき、3か年分（事業年度＝10月～9月）の

計画を作成する。なお、計画は、毎年 3か年分を作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

協議事項 

議案第 5号 
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 ⑶ 国庫補助見込額                        （単位：千円） 

事業者 No. 系 統 名 
国庫補助 

見込額 

東頸バス（株） 

① 安塚線 

3,328 

⑤ 月影・下保倉・末広ルート(1) 

⑥ 月影・下保倉・末広ルート(2) 

⑦ 上柿野ルート 

⑧ 小麦平ルート 

くびき野バス（株） 
② 島田線 

8,576 
⑨ 真砂・岡田線 

頸城自動車（株） ③ 佐内・直江津循環線 3,332 

アイエムタクシー（株） ④ 岡沢ルート 1,700 

合 計 16,936 

※ 各路線の令和元年度収入・支出実績を基に算出。 

 

【資 料】 

・生活交通確保維持改善計画(地域内フィーダー系統確保維持計画を含む) 

・・・資料 5-1(資料 P19) 

 ・補助対象路線の 1回当たりの輸送量等（令和元年度実績）・・・・資料 5-2(資料 P34) 
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高齢者を対象とした公共交通啓発資料の作成について 

 

 

１ 要旨 

  公共交通のお得な情報をより詳しく記載したリーフレットを作成し、警察署や運転免

許センターで免許返納者に配付したり、高齢者が車で行くことが想定される病院・診療

所や趣味の活動施設等に設置したりすることにより、免許返納者や高齢者に公共交通の

利用促進を図る。 

 

２ 主な仕様（案） 

①規  格 A3二つ折り 

②作成部数 7,000部 

③印刷用紙 カラー用紙（若草色） 

④印 刷 色 白黒印刷 

⑤配布時期 令和 2年 7月上旬～ 

⑥そ の 他 文字の大きさを 12ポイント以上、にすることで、高齢者が

読みやすい啓発資料とする。 

 

３ 配付先（案） 

配布先 部 数 備 考 

■ 施設設置   

 中央病院、上越総合病院、新潟労災病院、上越地

域医療センター病院、けいなん総合病院、さいが

た医療センター 

180 30部*6か所 

 知命堂病院、三交病院、高田西城病院、川室記念

病院、柿崎病院 

100 20部*5か所 

 市内の診療所（安塚・浦川原・大島・牧・柿崎・

吉川・清里区） 

210 30部*7か所 

 福祉交流プラザ 20  

 高田西趣味の家、春日山荘趣味の家、礒野園 60 20部*3か所 

 屋内ゲートボールハウス 80 20部*4か所 

 本町ふれあい会館、直江津ふれあい会館 40 20部*2か所 

 交通事業者（鉄道事業者 3社、バス事業者 5社、

上越市ハイヤー協会加盟事業者 5社） 

260 20部*13社 

 13区総合事務所 130 10部*13か所 

 南・北出張所 20 10部*2か所 

 合 計 1,100  

■ 直接配付   

 上越警察署、運転免許センター 700 免許返納者へ配付 

 高齢者サロン 1,700  

 シニアパスポート同封 3,500  

 合 計 5,900   

協議事項 

議案第 6号 



12 

 

 

 

４ 掲載内容（案） 

高齢者が利用できる鉄道・路線バス・タクシーのお得な切符・割引情報を掲載 

交通事業者 お得な切符・割引情報 
資料への

掲載 

JR東日本新潟支社 えちごツーデーパス ○ 

障害者割引制度 ○ 

北越急行 ほくほくワンデーパス ○ 

障害者割引 ○ 

えちごトキめき鉄道 じもパス ○ 

トキ鉄ツアーパス  

公的割引乗車券 ○ 

頸城自動車及びグループ会社 おでかけフリー定期券 ○ 

1日フリー乗車券 ○ 

回数券 ○ 

環境定期券  

子育てジョイカード  

通学 100円バス  

障害者割引 ○ 

上越市ハイヤー協会 運転免許返納割引 ○ 

高齢者割引 ○ 

市内タクシー事業者 障害者割引 ○ 

  

  

 

【資 料】 

・今回作成する高齢者を対象とした公共交通啓発資料(案)・・・・・資料 6(資料 P35) 
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令和 2 年度上半期（令和元年 10 月～令和 2 年 3 月）の 

路線バス等の利用状況について 

 

１ 要旨 

令和2年度上半期（令和元年10月～令和2年3月）の輸送人員実績の集計結果に

ついて、報告を行うもの。 

 

２ 対象路線 

バス運行対策費補助金の補助対象路線（70系統） 

 

３ 集計期間 

⑴ 令和2年度上半期（令和元年10月～令和2年3月） 

⑵ 令和2年4月 

 

４ 集計結果（概要） 

⑴ 令和2年度上半期 

・令和元年度上半期と比較し、増加した系統：38系統 

・令和元年度上半期と比較し、減少した系統：32系統 

⑵ 令和2年4月 

・平成31年4月と比較し、増加した系統：10系統 

・平成31年4月と比較し、減少した系統：60系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資 料】 

・「令和 2 補助年度上半期 輸送人員実績」・・・・・・・資料 7-1(資料 P39) 

・「令和 2 年 4 月 輸送人員実績」・・・・・・・・・・・資料 7-2(資料 P41) 

報告事項 

報告第 1 号 
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